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実施状況報告書　評価・方向性の基準について
※担当課における各年度の実施状況の評価、次年度に向けての方向性の決定は、次の基準で実施しています。

●実施状況の評価
①数値目標を定めている施策

区分

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

②数値目標を定めていない施策

区分

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

●次年度に向けての方向性

区分

継続

充実

拡充

見直し

達成率や基準年との比較

達成率が９０％以上である

達成率は９０％未満だが、
基準年より上昇している

基準年より低下している
もしくは変化していない

取り組みの状況

前年度との比較

-

　取り組みを見直す

前年度より上昇している

前年度より低下している

-

　ある程度取り組めているが一部課題が残る

　新たな取り組みを追加する

　十分取り組めている

　取り組みが不十分であり改善が必要である

　ほとんど取り組めていない、見直しが必要である

内容

　今年度の取り組みを継続する

　取り組みをさらに充実させる
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実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

1
図書等の展示、

紹介

男女共同参画社会を推進する図書等を
展示、紹介し、市民に男女共同参画社
会実現のための啓発を行います。

図書課
書架の中に男女共同参画・ジェンダーのコーナーを設
けて、関係図書の紹介を行っている。

Ｂ 継続 今年度の取り組みを継続する

男女共同参画社
会に向けての啓発

テーマ設定や周知・集客の工夫を行い
ながら、男女共同参画に関するセミナー
等を定期的に開催し、市民啓発を行いま
す。男女共同参画セミナーの１回あたり
の参加者１００人をめざします。（平成２９
年度４８人／回）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３年度も男
女共同参画セミナーの代わりに、おごおり女性協議会
と連携しておごおりフォーラムの情報紙を作成し、男
女共同参画の啓発を行った。

Ｄ

数値目標
男女共同参画セミナー参加者
１００人／回

実績値　0

3
広報やホーム

ページ等での情報
発信、啓発

広報への「女と男　パートナーシップ」の
掲載やホームページの積極的活用等に
より、男女共同参画に関する情報の提供
や啓発を行います。また、市ホームペー
ジやSNS（ソーシャルネットワークサービ
ス）による情報発信、啓発を検討します。

総務広報課

コーナータイトルを「GENDER  EQUALITY～今とこれか
らを輝いて生きる」に変更し、テーマや構成を工夫
し、新しい課題や時期的なテーマなどを積極的に取り
入れ好評である。

Ｂ 継続
性的少数者のことや、デートDVなど現代的課題を分か
りやすく伝えていく。活躍中の女性のインタビューを
取り入れていく。

4
男女共同参画推
進に関する法令・
施策の周知・啓発

広報紙やセミナーなどを活用し、男女共
同参画推進に関する法令や施策の周
知・啓発を行います。

総務広報課

広報おごおりの「GENDER  EQUALITY～今とこれからを
輝いて生きる」のコーナーで、内閣府「男女共同参画
基本計画」の策定や「女性に対する暴力をなくす運
動」「男女共同参画週間」等を特集した。

Ａ 継続
法令や施策の動きを注視し、タイムリーに必要な情報
を広報紙やリーフレット、ホームページなどで引き続
き提供できるようにする。

基本目標１　　男女共同参画社会のための意識づくり

　主要課題１　　男女共同参画社会に向けての意識啓発

　　施策の方向性（１）　男女共同参画社会に向けての意識啓発

次年度に向けて令和３年度実施状況
具体的施策 内容 担当課

見直し
おごおり女性協議会の「おごおりフォーラム」と連携
した男女共同参画セミナーの実施について、コロナ後
のよりよい運営のあり方を含めて検討し実施する。

2 総務広報課

基本目標１ 2
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実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

公立保育所
定期的な保育カリキュラム会議において男女の固定概
念を持っていないかや共同参画の視点があるかなど確
認した。

Ｂ 継続
市主催の学習会への参加を促す。その後全体の学習を
行い、保育・子育て支援の実践と照らし合わせて意
識・認識を高めていく。

公立幼稚園

新規採用職員が市の主催する研修会において男女共同
参画社会について学んだ。また、園内研修(人権・同和
教育)や職員会議等で、職員の意識を高められるような
働きかけをしてきた。

Ｂ 継続

男女共同参画についての認識を深めるため、積極的に
研修会への参加を促したり、職員会議や園内研修の場
で職員が日常の中で、男女共同参画を意識して行動で
きるように促したりしていく。

公立保育所

男女の固定概念にとらわれず協力し合って生活するこ
との大切さを保育カリキュラムに位置付けており、保
育士間で確認している。日々の保育における保育士の
言葉がけや教材などについてもその様な視点にたち環
境づくりをしている。

Ａ 継続
保育カリキュラムについても職員間で検討しあう。カ
リキュラムに沿って日々の環境作り等点検をしながら
継続して取り組んでいく。

公立幼稚園

・教育課程に関する園内研修において固定観念を持っ
て作成されていないかや男女共同参画の視点があるか
などを確認しあった。それを踏まえた、絵本選定や教
材研究を行ったり、子どもへの声かけが偏った見方に
なっていないかを振り返ったりしながら、職員間で共
通理解を図ってきた。
・保育の中で、年長児は係活動において、グループで
男児女児一緒になって力を合わせて遊具の片づけや保
育室の掃除などの活動を行ってきた。年中・年少児も
グループ活動の中で男女一緒に行うことを日頃から
行ってきている。

Ｂ 継続

・男女共同参画の視点に立って保育内容や教材の見直
し検討を継続的に行い、保育計画を作成していく。
・男だから女だからと決めつけず、子どもたち自身が
自分のやりたいことを自由に楽しんだり、選んだりで
きるようにし、互いのよさを認め合い、自分らしさが
出せる場を継続して保障していく。

公立保育所

保護者会や家庭訪問の際、子育ての中でまだまだ男女
の仕事量に差があることのおかしさなどについて話を
した。男だから、女だからといった概念が刷り込まれ
ている家庭もあるが、学習を重ねていくことで少しづ
つ改善できている家庭もある。

Ｂ 継続

女性から見た社会を想像し、男女共に学習を続けてい
く機会を持つことでお互いにおかしさに気づき、家庭
や社会の中で共同していくことが必要。根本にあるも
のは何か学習していく。

公立幼稚園

子どもたちが、固定的な性別役割分担にとらわれない
考え方を幼児期から学んでいけるように、保護者自身
が固定観念にとらわれていないかなどを振り返る機会
を、学年ごとに便りなどを活用し啓発してきた。

Ｂ 継続

・学級分会で、人権・同和教育と並行して男女共同参
画について考え合う場を年間計画の中に位置づけ、家
庭の中の仕事や子育ての男女共同参画について考え合
える場を設ける。
・コロナ感染防止対策のため、学級分会が中止される
ことも想定し、定期的な園便りや学年便りを通して固
定観念のおかしさや、男女共同参画について伝えた
り、考えたり保護者自身ができるように、アンケート
なども活用し職員と保護者とともに意識を高める機会
を設けていく。

2

3
男女共同参画に
対する保護者啓

発

保護者会・学級分会や園行事等の場を
活用して、研修・講座や資料の提供など
を行い、保護者の意識向上や家庭にお
ける男女共同参画を推進します。

次年度に向けて
具体的施策 内容

令和３年度実施状況

1

保育士・教諭の男
女共同参画教育
に関する研修の今

後の方針

男女共同参画についての認識を深める
ため、職員研修会を開催するとともに、
市主催の研修会へ参加します。

男女共同参画の視点に立ち、保育・教
育計画の作成や、保育・教育内容及び
教材等の見直しを行います。

就学前教育にお
ける男女共同参
画の推進

担当課

　主要課題2　　男女共同参画教育の推進

　　施策の方向性（１）　男女共同参画の視点に立った保育・幼児教育の推進

基本目標１ 3
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実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

学校教育課

・管理職や教職員希望者に対し、人権・同和教育研修
を開催し、同和問題や人権問題に対して意識啓発を行
うことで、男女共同参画教育を推進した。（校長研修
会、教頭研修会、新任者人権同和教育研修会）
・学校においても定期的に研修会を開催し、全教職員
による共通理解と実践理解を深めた。

Ｂ 継続

職種や経験年数などに応じ、人権・同和教育研修会を
開催し、性別による固定観念と結びついた態度や行動
について、適切に指導できるよう今後も認識を深め
る。
教職員が多忙のため、研修回数の増については厳しい
状況である。

人権・同和教
育課

○園長、校長研修会
○副校長、教頭研修会
○人権・同和教育担当者研修会（オンライン）
○小郡市教職員夏季研修会（新転任教職員対象）
○広報おごおりの人権・部落問題シリーズにおける啓
発

Ｂ 継続

人権意識を問う中で、男女共同参画についても話を入
れ、特に社会生活の中で男女がともに尊重していく世
の中をつくるための啓発活動は行ってきたが単発的に
なっている。継続した取り組みをしたい。

学校教育課

　男女共同参画教育推進の視点に立ち、男女混合名簿
の様々な場面での活用や各教科・各領域で年間指導計
画を基に学級担任や養護教諭の指導により男女共同参
画教育を進めた。

Ｂ 継続

今後も、人権尊重の視点に立った男女平等と自立を目
指す教育を推進する。そのために全教育活動を通じて
男女の協力や相互理解を深め、性別による役割分担に
囚われることなく児童生徒の人間形成を図る。また、
指導内容や指導方法の充実に努めるとともに、一人一
人の能力や適性・個性を生かせる進路選択ができるよ
うに努める。

人権・同和教
育課

○学校訪問による指導・助言
○校内研修における指導・助言
○道徳授業の中での推進

Ｂ 継続

男女がともに尊重する態度を養い、その良さを活かす
学校文化の創造をしてきた。まだその途上にあるの
で、さらに深化できるように指導・助言をしていきた
い。

3 保護者への啓発

児童生徒の保護者に対し、ＰＴＡ等を通
じて男女共同参画に関する情報提供を
行います。また、男女共同参画の視点に
立った学校教育を行うことにより、児童生
徒の姿を通して保護者への啓発につな
げます。

学校教育課

学校行事等で男女混合名簿を作成・活用したり、授業
参観時に男女共同参画の視点に立った授業を保護者に
公開したりすることにより、児童・生徒の姿を通して
保護者啓発を行っている。

Ｂ 継続
今後も、男女共同参画の視点に立った教育の推進・充
実を図り、児童・生徒の姿を通した保護者啓発を継続
する。

2
学校教育における
男女共同参画の

推進

道徳の時間をはじめ、全教科・全領域に
おいて、児童生徒の男女共同参画意識
及び人権意識の向上を図ります。また、
全教育活動において、性別による役割分
担にとらわれない指導内容や指導方法
の充実に努めるとともに、一人ひとりの能
力や適性・個性を生かせる進路指導を
推進します。

1

教職員の人権・同
和教育研修での
男女共同参画の

推進

教職員に対して人権・同和教育研修会
を開催し、その中で男女共同参画に関す
る意識啓発を行うことで、男女共同参画
教育を推進します。

　主要課題２　施策の方向性（２）　学校における男女共同参画教育の推進

具体的施策 内容
令和３年度実施状況 次年度に向けて

担当課

基本目標１ 4
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実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

コミュニティ推
進課

まちづくり講座「まち×ひとカフェ」を、ウェブ会議
ツール「Zoom」を利用してオンラインで開催した。

Ａ 継続
女性に限らず子育て・孫育てをしながらでも参加でき
る講座を充実させることで、いつでも誰もが参加でき
る社会教育を推進する。

生涯学習課

コロナ禍により、予定していた女性対象の講座のうち
２講座開催することができなかったが、実施した講座
は、女性が様々な分野へ参画できるよう、講座内容の
充実を図った。

Ａ 継続
今後とも、女性が様々な分野に参画できるよう、女性
対象の講座の充実を図っていく。

生涯学習課

コロナ禍での託児についてスタッフに研修をし、保護
者が子どもの心配をせず学びに専念できるように就園
前の子どもの託児を行った。託児スタッフは登録され
ている託児ボランティアに依頼して取り組むことがで
きた。(託児の人数　延べ３１名)

Ａ 継続
託児ボランティアに登録している方が少なくなってき
たので、もっと広く呼びかけをし、人材を集める。

子育て支援課

保護者が子どものことを心配をせず学びに専念できる
ように就園前の子どもの託児を行った。託児スタッフ
は、シルバー人材センターに依頼し取り組むことがで
きた。
（託児の人数　延べ33名）

Ａ 継続
講演時の託児を実施し、保護者が参加しやすいように
取り組む。

3

社会教育関係者
への男女共同参
画に関する研修の

推進

社会教育事業にたずさわるコミュニティ
センター館長や自治公民館長、サークル
関係者などの社会教育関係者に対し、
男女共同参画に関する研修を案内し、
参加を促進します。

コミュニティ推
進課

コミュニティセンター館長及び自治公民館長について
は、福岡県公民館大会及び実践交流会等を通じ、地域
における女性の活躍を含めた地域活性化について学習
している（令和３年度実践交流会は書面開催のため、
各館長に冊子を配布した）。
また、おごおり女性協議会の発行物をコミュニティセ
ンターに設置し、来館者や利用者へ周知した。

Ｂ 継続
コミュニティセンター職員や自治公民館長、サークル
関係者などの社会教育関係者に対し、男女共同参画に
関する研修を案内し、参加を促進する。

2
講座、講演会等
事業における託児

の実施

乳幼児をもつ人が各種講座や講演会等
に参加しやすいよう、託児を実施するとと
もに、託児ボランティアの養成を行いま
す。

1
社会教育における
男女共同参画の

推進

講座やセミナー等を通じて女性の意識
向上や能力開発に努めるとともに、各種
講座等へ男女共同参画の視点を導入
し、市民の意識啓発を図ります。

担当課
次年度に向けて

　主要課題３　　男女共同参画に関する社会教育の推進

　　施策の方向性（１）　いつでも誰もが参加できる社会教育の推進

具体的施策 内容
令和３年度実施状況

基本目標１ 5
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実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

1

外国人が安心し
て暮らせる多文化
共生のまちづくりの

推進

男女共同参画の視点を持って、市民の
国際感覚や意識を育むとともに、外国人
にとって住みよいまちづくりを進めるため、
各種国際交流事業を推進します。また、
冊子等を活用し、外国人への情報提供
に努めます。

総務広報課

・おごおり国際交流協会と共催して、おごおり多文化
共生推進大会を開催するとともに、ベトナム領事によ
る「多文化共生をめざして」という講演、多文化共生
絵画コンクール、多文化共生啓発資料の発行、小郡市
紹介映像の制作と公開を行い、『小郡市多文化共生プ
ラン』を策定した。・新型コロナ感染症の感染状況に
考慮して、国際理解講座（世界の家庭料理体験教室＆
講演会）を年間1回開催できた。テーマ国：フィリピン
・在住外国人のための日本語教室を年間２４回開催し
た。
・市内に転入した外国人に対し、やさしい日本語版
「暮らしの便利帳」のダウンロードの案内を配布し
た。また、市内日本語学校にも紹介するとともに、要
望に応じて外国語版の「暮らしの便利帳」を配布し
た。

Ａ 充実

・多文化共生推進プランに従って、庁内の多文化共生
を進めていくとともに、市民への啓発を継続してい
く。
・国際理解講座、日本語教室を継続して開催する。
・市民が外国人市民と交流できるように、「やさしい
日本語」講座を新設し、市内にやさしい日本語の活用
を進めていく。広報おごおりの「人権部落問題コー
ナー」に外国人の人権について記事を掲載し、市民の
国際理解を進めるとともに、多文化共生について啓発
していく。

次年度に向けて

　主要課題４　　国際的視野のもとでの男女共同参画の推進

　　施策の方向性（１）　国際理解の推進

具体的施策 内容
令和３年度実施状況

担当課

基本目標１ 6
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実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

人権・同和対
策課

・人権センター公開講座は、コロナ禍でも安心して参
加してもらえるようリモート会場を設置した。また、
託児を設け子育て中の市民も参加しやすいように配慮
した。
・人権センター通信や広報紙への記事内容は、イン
ターネットに関する人権問題や子どもの人権等、市民
が興味を持ったり身近に感じられるようなテーマ設定
や構成を工夫した。
・視聴覚教材リストを市内幼・保・小中高等学校、各
コミュニティセンター等に配布し、情報提供を行っ
た。
・各団体の人権講演会へ講師を派遣・斡旋した。
・市内・外の団体や小学校等の視察研修を受け入れ
た。

Ｂ 継続

・講演会や公開講座の講師やテーマ、時間帯を熟考
し、幅広い市民の参加を得られるように企画していく
ようにする。
・公開講座は、さまざまな状況下にある方が参加しや
すいように、託児や手話通訳だけでなくリモート配信
等の手法も検討する。
・視聴覚教材や図書の貸出については、リストの配布
だけでなく、センター通信やホームページでおすすめ
のものを紹介するなど、貸出が促進できる取り組みを
行う。

人権・同和教
育課

○研修会、学習会の実施、啓発冊子、パンフ等の配布
○七夕人権考座の実施
○不登校を考える学習会
○啓発冊子「差別をなくすために」発行並びに市内全
戸配布
○広報おごおりへの「人権・部落問題シリーズ」の掲
載

Ｂ 継続

固定した場所だけでなく市内各施設等で各種研修会・
学習等を開催し、参加しやすい環境をつくる。市民の
方に広く周知してもらうためのテーマ設定を検討して
いく。

基本目標２　　男女の人権が尊重される社会づくり

　主要課題１　　人権の尊重

　　施策の方向性（１）　男女共同参画の視点での人権意識の啓発

具体的施策 内容 担当課
令和３年度実施状況

1
人権教育・啓発の

推進

「第２次小郡市人権教育・啓発基本計
画」に基づく人権教育・啓発の取組や、
人権教育啓発センターの活用などを通じ
て市民の人権意識の向上を図り、女性
差別を含めたあらゆる差別の解消をめざ
します。

次年度に向けて

基本目標２ 7
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実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

総務広報課

・広報おごおり「GENDER  EQUALITY」11月号で女性へ
の暴力をなくす運動、３月号でハラスメントの禁止に
ついて啓発を行った。また、毎月1日号で、おごおり女
性ホットラインの周知を行った。
・定期的に市内公共施設の女性トイレに設置している
ホットライン周知カードを点検、補充した。
・市ホームページやSNSを活用し、相談窓口の周知を
行った。

Ａ 継続

・関係法令について、広報おごおり「GENDER
EQUALITY」」活用し、周知の方法や内容の充実を図
る。
・暴力防止をテーマにした男女共同参画セミナーを継
続して開催する。

子育て支援課
窓口や要保護児童対策地域協議会において、ＤＶ防止
についてのポスター掲示、チラシ配布などで周知し
た。

Ａ 継続 ・広報、チラシ、ポスター掲示により周知に努める。

総務広報課

・ハラスメントを含む様々な悩みに対応する相談窓口
を定期的に広報紙に掲載した。

Ｂ 継続

・広報おごおり「GENDER  EQUALITY」や市ホームペー
ジを活用し、セクシュアル・ハラスメント防止のため
の啓発を継続して行う。
・被害を受けたときの対応や救済のための相談窓口に
ついても、内容を工夫し啓発を行っていく。

学校教育課

・セクシュアル・ハラスメントの防止等綱紀の厳正な
保持に関する通知文書を学校長へ配布し、指導を行っ
た。
・不祥事防止のためのチェックリストを活用し、教職
員への啓発を行った。

Ｂ 継続
セクシャルハラスメントの防止等について、適切な対
応をとるため県教育委員会と協力して未然防止の取組
みを今後も進める。

総務広報課

毎年新成人に配布しているデートＤＶ防止のための啓
発リーフレットを見直し、より内容を充実させて成人
式で配布した。

Ｂ 継続
県などと連携し、幅広く啓発していくため、広報おご
おり「GNEDER  EQUALITY」の活用など啓発の有効な手
法等について検討していく。

学校教育課

・小・中学校では人権・同和教育と関連付けながら学
習を行った。
・県教育委員会が作成したパンフレット等を活用し
た。

Ｂ 継続
県の講師派遣事業等を有効活用し、今後も更なる啓発
を行っていく。

4
ドメスティック・バイ
オレンスの実態の

把握

ホットライン受託団体との情報交換や市
役所への相談などで傾向を把握します。
第３次計画策定の際に実施する市民意
識調査にDVに関する設問を設定するな
ど、DVの実態を把握します。

総務広報課

・令和4年度は市民意識調査を実施する予定なので、近
隣市町村の情報を収集した。
・ホットライン受託団体との情報交換や市役所への相
談などで傾向を把握している。

Ｂ 充実
ホットライン受託団体との意見交換や庁内関係部署と
の密接な連携などにより実態把握に努める。

広報紙やセミナー等を活用し、DV防止に
向けた啓発や、ＤＶ防止法及びストー
カー規制法等の関係法令の周知を行
い、暴力の未然防止、根絶につなげま
す。

2
セクシュアル・ハラ
スメントの防止と

救済

職場や地域社会、学校等あらゆる場面
でのセクシュアル・ハラスメントの防止及
び被害者救済に向けて、広報紙を通じた
啓発や関係機関への働きかけを行いま
す。

3
福岡県等と連携し、若年層への男女共
同参画啓発活動を推進し、暴力を容認
しない意識の醸成を図ります。

若年層への啓発

担当課

1
暴力根絶に向け
ての啓発事業

　主要課題2　　女性に対する暴力の排除と被害者の保護

　　施策の方向性（１）　暴力の防止に向けての啓発

具体的施策 内容
令和３年度実施状況 次年度に向けて

基本目標２ 8
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実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

1 被害者の自立支援

市の母子・父子自立支援員によって貸
付、就労等の相談に応じる中でＤＶにつ
いて相談があった場合、関係機関と連携
のもと被害者の自立支援につなげます。 子育て支援課

子のいる世帯におけるＤＶ等の相談があった場合、配
偶者暴力相談支援センターや警察と連携し、被害者の
自立支援を行った。状況によっては、一時保護につな
ぐため、必要に応じて母子生活支援施設への入所措置
等を行えるよう、ＤＶ等被害者の支援、自立に向けた
指導を行った。

Ａ 継続

・配偶者暴力相談支援センター、警察と連携しＤＶ被
害者の支援、ひとり親サポートセンターと連携し自立
に向けた支援を行う。また、子の安全確保のために関
係機関と連携する。
・母子・父子自立支援員は、相談のスキルをアップ
し、相談の充実を図る。

2
おごおり女性ホット
ラインの活用

「おごおり女性ホットライン」によって、暴
力をはじめとするさまざまな悩みに対し電
話相談を実施します。

総務広報課

・ホットライン相談件数（令和3年度）
 運営5自治体計：195件（うちＤＶに関する相談：54
件）
 うち小郡市：46件（うちＤＶに関する相談：12件）
・ホットライン受託団体と、意見交換・情報交換を
行っている。

Ｂ 継続

前年度より相談件数が減少した。小郡市では市の広報
紙やホットライン周知カードを見てからの相談が74%で
あり周知が効果を上げている。相談内容は夫婦・家族
の問題の他、就労問題が25%であり、コロナの影響など
内容が都市型になっているとの指摘があった。継続し
てホットラインの周知を行う。

総務広報課

・市の母子・父子自立支援員や県配偶者暴力相談支援
センターの婦人相談員、その他関係機関と連携して、
ＤＶ被害者等への支援を行った。
・総務広報課への年間相談件数は19件。(昨年度より４
件減)

Ｂ 継続

ＤＶ被害者の意向や状況も踏まえ、母子・父子自立支
援員や配偶者暴力相談支援センターなどとの連携を密
にして取り組む。

子育て支援課

ＤＶ、ストーカー、虐待等の相談があった場合、配偶
者暴力相談支援センターや警察と連携し、状況によっ
ては、一時保護につなげるため、状況に応じて、母子
生活支援施設への入所措置等を行えるよう被害者の支
援、自立に向けた指導を行った。
母子・父子自立支援員が受けたＤＶに関する相談は、8
回（実件数5件）だった。

Ａ 継続

・配偶者暴力相談支援センターや警察と連携し、ＤＶ
等被害者の支援、自立に向けた指導を行っていく。
・チラシ等を配布し、相談窓口の周知を図る。

4
周辺地域の関係
機関等との連携

強化

「福岡県配偶者からの暴力防止対策北
筑後地域連絡会議」等の関係機関との
連携を図りながら、配偶者等からの暴力
防止に対処します。

総務広報課

・「福岡県配偶者からの暴力防止対策北筑後地域連絡
会議」（書面開催）により、関係機関との連携体制を
確認した。
・「おごおり女性ホットライン」受託業者と協議、意
見交換を行い、相談傾向などを把握した。

Ｂ 充実

県や周辺自治体など関係機関とＤＶの実態や対応、連
携について情報共有に努める。

総務広報課

・広報紙やホームページ、SNSを活用し、被害者に対し
て相談を促すとともに相談窓口を周知した。
・必要に応じて、警察などの関係機関と連携した。

Ｂ 充実

ＤＶを発見しやすい立場にある機関・団体等との新た
な連携の構築などにより、被害者の早期発見につなげ
ていく。

子育て支援課

・広報などを通じ、相談窓口について周知した。
・警察、配偶者暴力相談支援センターと連携を取り、
被害者の早期発見に努めた。

Ｂ 継続

・広報などで相談窓口を周知し、被害者の早期発見を
図る。

3 被害者の保護

福岡県配偶者暴力相談支援センター等
と連携のもと、一時保護や母子生活支援
施設への入所措置等を行い、ＤＶ被害
者等への支援を行います。

令和３年度実施状況
担当課

充実

社会福祉協議会等をはじめ、関係機関とのますますの
連携を図るとともに、年度を超える事案の引き継ぎな
どにも細心の配慮をすることを確認した。各課で対応
できること、男女共同参画推進室で対応するべきこと
を状況に応じて積み重ねていき、よりよい連携のあり
方を探る。

全庁

次年度に向けて

　　主要課題２　施策の方向性（２）　被害者支援体制の整備

具体的施策 内容

6

関係機関・団体
等との連携による
被害者の早期発

見

医療関係者や民生委員・児童委員、保
育・教育関係者など、配偶者等からの暴
力を発見しやすい立場にある機関・団体
等に対し、ＤＶ防止法や相談窓口などを
周知し、連携を深め、被害者の早期発
見を図ります。

・ＤＶ被害者等支援庁内連絡会を１回開催し、よりよ
い連携体制のあり方について確認した。
・過年度作成した「ＤＶ被害者支援対応マニュアル」
を運用し、対応状況に合わせて内容を修正した。
・被害者から相談を受ける中で、内容に応じ庁内関係
各課と連携し適切な支援に努めた。

Ｂ

庁内各課と連携を強化し、情報共有や
対応体制の整備など、被害者への適切
な支援を行います。庁内連携体制の

充実
5

基本目標２ 9
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実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

1
セクシュアル・ハラ
スメント等防止対
策の啓発

職場におけるセクシュアル・ハラスメント
やマタニティ・ハラスメントの防止に向け
た啓発・情報提供を行います。

商工・企業立
地課

商工会及び観光協会並びに企業内同和問題研修推進委
員会会員に対して、市内外で開催される研修会及び講
演会等の情報提供を行った。

Ｂ 継続

引き続き、商工会を含めた企業内同和問題研修推進委
員会の会員に対して、市内外で開催される研修会・講
演会の情報提供を行っていく。
また、国、県から情報提供があった際には、広報紙や
ホームページを通じ、広く市民に周知する。

2
職場におけるセク
シュアル・ハラスメ
ントの防止

セクシュアル・ハラスメント防止の基本指
針、要綱に基づき、防止策を講じるととも
に、相談員による相談支援を行います。

人事法制課

・相談窓口として、６名の相談員を設置し、相談等の
うち処理を依頼されたハラスメント事案については、
苦情処理委員会（８名）にて調査を行い、その措置を
審議し、指導助言することとしている。
・令和３年度の相談件数は１件であった。
・職員に対する研修を外部講師にて実施を予定してい
たが、新型コロナウイルス感染症の影響により実施で
きなかった。

Ｃ 充実

職員への研修を実施する。
会計年度任用職員を含めた全ての職員に対し、制度の
周知やハラスメントに対する啓発を行う。

現相談員の昇格等により、役職に偏りが生じたため、
見直しを検討する。

基本目標３　　ともにいきいきと働き、支え合う社会づくり

　主要課題１　　男女共同参画の視点に立った労働環境の整備

　　施策の方向性（１）　セクシュアル・ハラスメント等の防止

具体的施策 内容 担当課
令和３年度実施状況 次年度に向けて

基本目標３ 10
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実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

男女が働き続ける
条件整備

仕事と家庭の両立を支援するとともに、
結婚や出産等に関わらず職員誰もが働
き続けることができるよう、各種休業・休
暇の取得促進をはじめとする勤務環境
の整備充実を図ります。「小郡市におけ
る女性職員の活躍の推進に関する特定
事業主行動計画」に基づき、男性職員
の出産補助休暇を取得する割合を１０
０％、育児休業取得率を２０％以上とな
るように推進します。

・職員の休暇制度等の充実に努めた。
・男性職員の出産補助休暇の平均取得日数は令和２年
度３．５日から令和３年度４．０日と増加している
が、取得率は１００％から７３．３％と減少してい
る。また、男性職員の育児休業取得率は、令和２年度
２５．０％から令和３年度２０．０％と減少してい
る。さらに休暇を取得しやすい職場環境の整備を進め
るため、職員への計画や制度の周知が課題である。

Ｃ 継続

数値目標
男性職員の出産補助休暇取得割合
１００％
育児休業取得率　２０％以上

実績値
　出産補助休暇の取得割合　７３．３％
　育児休業取得率　２０．０％

商工・企業立
地課

・市内事業者に対し、国、県と協調し、広報紙やホー
ムページ等を通じて、各種情報提供及び啓発を行っ
た。
・労働者に対し、広報紙やホームページ等を通じて、
「福岡働き方改革推進支援センター」等の相談先の周
知を行った。
・福岡県をはじめとする関係機関と連携して、地区別
労働相談会等を行った。

Ｂ 継続

引き続き、市内事業者に対し、国、県と連携し、広報
紙やホームページ等を通じ、またセミナーや説明会等
の開催を通して、各種情報提供及び啓発を行ってい
く。
また、労働者に対し、広報紙やホームページ等を通じ
て、相談先の周知を行っていく。

総務広報課
国、県の研修等を通して入手した情報を、広報紙や
ホームページを通じて周知した。

B 継続
継続して、国、県の動きを、広報紙やホームページを
通じて周知する。

商工・企業立
地課

・県、サポートセンター及び近隣市町等と連携して、
求職者の就職支援として「就職活動実践セミナー＆個
別就職相談」や「労働相談会」「セカンドキャリア応
援セミナー」を実施した。
・県等が主催するセミナー等の情報提供を広報等で
行った。

Ｂ 継続

引き続き、県、サポートセンター及び近隣市町等と連
携して、求職者の就職支援につながるセミナー等を
行っていく。また、県等が主催するセミナー等の情報
提供を広報等で行っていく。

生涯学習課

女性再チャレンジ支援事業として５講座を開催。（延
べ３５５名参加）
おうち起業応援講座ではワンデーショップを開いたり
イオンに出店したり、社会活動や地域活動に再び参加
できるような内容で好評だった。

Ａ 継続

ファイナンシャルプランナー３級の取得をめざす資格
取得講座やおうち起業応援講座など、ニーズが高い講
座が多いので、引き続き求職者の就職支援を行ってい
く。

　第２期小郡市職員次世代育成支援行動計画前期計画
及び小郡市における女性職員の活躍の推進に関する特
定事業主行動計画の検証を行い、検証結果を踏まえ
て、第２期小郡市職員次世代育成支援行動計画後期計
画及び第２期小郡市における女性職員の活躍の推進に
関する特定事業主行動計画次期計画を策定した。引き
続き、男性職員の出産補助休暇取得率及び男性職員の
育児休業取得率を高める。

求職者の能力開
発・再就職支援

求職者の能力開発や技術取得による就
職支援の一つとして、パソコン講座を開
催します。また、妊娠や出産、育児等の
理由でいったん退職した人を対象とし
て、女性再チャレンジ講座の実施や、県
等が主催するセミナー等の情報提供を
行います。

3

2
市内事業所への

啓発

国、県と連携のもと、市内事業所に対し
て、女性活躍推進やワーク・ライフ・バラ
ンス、育児休業・介護休業制度、労働基
準法など男女共同参画及び労働に関す
る情報提供及び啓発を行います。
また、広報紙やホームページ等を通じ
て、労働者等に対する相談先の周知を
行います。

人事法制課1

　主要課題１　施策の方向性（２）　誰もが働きやすい労働環境づくり

具体的施策 内容
令和３年度実施状況 次年度に向けて

担当課

基本目標３ 11
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4
女性への起業支

援

新規創業にかかる費用の一部を補助す
るなど取組を進めるとともに、創業支援
事業計画に基づき商工会・日本政策金
融公庫と連携した支援を行います。ま
た、福岡県や財団法人中小企業振興セ
ンターなどと連携のもと、起業講座などの
情報を提供します。

商工・企業立
地課

創業ワンストップ相談窓口の利用者に対して創業に関
する情報提供を行い、創業者支援事業補助金を12名に
交付した。また、例年同様に福岡県や市他部署が開催
する女性向けの起業講座などの情報提供を関係機関等
で実施した。

Ｂ 継続

引き続き、創業ワンストップ窓口での創業に関する情
報提供、また福岡県や市他部署が開催する女性向けの
起業講座などの情報提供を関係機関等で継続的に実施
していく。

5 労働教育の推進

誰もが働きやすい環境で働き続けること
ができるよう、労働者の基本的な権利や
関係法令、制度等に関する知識を習得
するための啓発及び相談窓口の情報提
供を行います。

商工・企業立
地課

県等関係機関が主催する講座、相談会や労働者の基本
的な権利や関係法令、制度等に関して市報での情報提
供や市情報プラザにチラシを設置した。

Ｂ 継続
引き続き、県等関係機関が主催する講座や労働者の基
本的な権利や関係法令、制度等に関するチラシを配架
することにより情報提供を行っていく。

実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

1
農村における男女
共同参画の啓発

農業者を対象とした研修会やイベント等
において、男女の農業者の能力向上や
農業者間の情報交換、男女共同参画に
関する啓発を行い、農業における男女共
同参画の意識づくりに努めます。

農業振興課
新型コロナウイルス感染症による影響により、事業未
実施。

Ｄ 継続 開催に向け、実施内容等を見直していく。

家族経営協定の
推進

認定農業者の再認定時などを活用して
家族経営協定の趣旨やメリット等の説明
を行い、認定農業者数に占める家族経
営協定締結数の割合が２５．０％以上に
なるようその締結を推進します。（平成２
９年度２３．７％）

　認定農業者の再認定や青年就農給付金の夫婦受給の
折に呼びかけをしたり、家族に家族経営協定の具体的
な趣旨、メリット等を説明して、協定の締結を農業委
員会事務局と連携し進めた。 Ｄ 継続

数値目標
認定農業者数に占める家族経営協定締
結数の割合　２５．０％以上

実績値　19.2%

3
農業従事者の能
力向上支援

女性農業者が中心となり運営している直
売所等が実施する講習会、先進地視察
等の支援を行うとともに、農業者へのパソ
コン講座を実施するなど、農業に従事し
ている男女の能力向上を支援します。

農業振興課
女性農林漁業者の起業活動支援事業に係る研修会（県
主催）について、意欲的な女性農業者に周知を行い、
参加を誘導した。

Ｂ 継続
女性農業者に有利な県等主催の講習会等について幅広
く周知を行う。

4
農村女性リーダー

の
育成と支援

意欲的に農業に取り組む女性を、女性
農村アドバイザー等に推薦し、研修会等
を通じてリーダーとしての育成を行いま
す。

農業振興課
新型コロナウイルス感染症による影響により、事業未
実施。

Ｄ 継続

小郡市の女性農村アドバイザーは久留米地域の農村女
性研修会に積極的に参加し、OBのアドバイザーと共に
意見交換会等も行っている。
　今年度については新型コロナウイルス感染症の影響
により、研修会を開催することができなかった。次年
度は開催に向け、実施内容等を見直していく。

次年度に向けて

　主要課題１　施策の方向性（３）　農業で働く人たちの労働条件の改善

具体的施策 内容
令和３年度実施状況

・認定農業者やその家族に家族経営協定の具体的な内
容、制度を再度紹介し理解を得ることで、協定の締結
を推進する。農業委員会と連携して、制度のメリット
等を説明し、協定締結の促進を図る。
・引き続き、認定農業者のみではなく認定新規就農
者、配偶者や家族を含めて啓発に努める。

2 農業振興課

基本目標３ 12
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実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

生涯学習課
主催事業の「男の料理教室」は、８回を予定してい
た。コロナ禍により５回の開催となったが、男性へ料
理をはじめとする家事への積極的な参画を促した。

Ａ 継続

３年度も作った料理の試食はせず、各自で持ち帰る形
をとった。４年度も引き続き、生活力の向上につなが
るよう、家事への積極的な参画について啓発を進めて
いく。

コミュニティ推
進課

男性の家事・育児への参画を促すため、コミュニティ
センターで男性向け料理教室を開催した。
また、男性向け料理教室の参加者が立ち上げた、男性
の料理サークルの運営支援を行った。

A 継続

引き続き、男性の生活力の向上及び家事等や地域活動
への参画につながるような主催事業を開催する。ま
た、主催事業の参加者が、さらなる生活力の向上をめ
ざせるよう、自主的なサークル活動も支援する。

2
男性への子育て・
家庭教育支援

父親・男性が参加しやすい子育て及び
家庭教育に関する学習会等を開催し、
男性の育児等への積極的な参画につな
げます。

子ども育成課
「ようこそ赤ちゃん教室」で初妊婦とその家族に子育
て講話を4月・6月・8月・10月・12月に行った。

Ａ 継続
男性の子育てへの参加を促すため、引き続きようこそ
赤ちゃん教室での子育て講話を実施する。

実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

子育て支援課

・子育て支援センター４か所（大崎保育所、味坂保育
園、三国が丘保育園、すばる保育園内）、つどいの広
場「ぽかぽか」（東野校区公民館）において継続して
活動を行った。
・ファミリーサポートセンターについては、シルバー
人材センターに委託し、会員を確保するため、健診時
などに周知した。

Ａ 継続

子育て支援センター、つどいの広場「ぽかぽか」の利
用についてHPやLINE等を活用し、情報提供に努める。
ファミリー・サポート・センターの制度について、健
診時などに継続して周知し、利用について説明を行い
子育て家庭の支援に努める。

保育所・幼稚
園課

保育所・幼稚園課窓口において２名の子育て支援コン
シェルジュを配置し、子どもと保護者が教育・保育施
設や地域の子育て支援事業を円滑に利用できるよう、
当事者目線の寄り添い方の支援を行った。

Ａ 継続
日々多様化する子育てニーズに対し情報提供や相談を
行う支援体制は今後も重要であり、継続して事業を
行っていく。

2
子育てに関する
相談体制の充実

子ども総合相談センターの職員と子育て
支援センター、つどいの広場「ぽかぽか」
等における相談を通じて、子育てに関す
る相談体制の充実を図ります。

子育て支援課

家庭児童相談員、各支援センター、つどいの広場「ぽ
かぽか」のほか、各保育所（園）においても子育てに
関する相談を受けた。家庭相談員の３名体制を継続し
た。

Ａ 継続

家庭相談員や子育て支援センター、つどいの広場「ぽ
かぽか」等における相談を通じて、子育てに関する相
談体制の充実を図る。
家庭児童相談室やつどいの広場などのリーフレットを
配布し、相談窓口の周知に努める。

男性の家事等や
地域活動への参
画の推進

料理教室等を開催し、男性の生活力の
向上及び家事等や地域活動への参画を
促進します。

次年度に向けて

　主要課題２　　ともに支えあう子育て・介護の実現

次年度に向けて

1

令和３年度実施状況

1
子育て支援事業

の充実

子育て支援センターやつどいの広場「ぽ
かぽか」の充実をはじめ、シルバー人材
センターにおけるシルバーママサービス
の活用や、ファミリーサポートセンターに
ついて検討を行う等、地域における子育
て支援の充実に努めます。

　　施策の方向性（１）　男性の育児等への参画促進

具体的施策 内容 担当課
令和３年度実施状況

　　主要課題２　施策の方向性（２）　子育て支援の充実

具体的施策 内容 担当課

基本目標３ 13
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保育所・幼稚
園課

・延長保育は公私立１５園中１３園で行った。延長保
育をしていない２園中１園は、通常保育として延長保
育の時間帯も保育している。
・一時預かり保育は、味坂保育園、城山保育園で実施
している。

Ｂ 継続
延長保育や一時預かり保育について引き続き実施す
る。

子育て支援課

・病児・病後児の保育についても、社会福祉法人こぐ
ま福祉会、まどかチャイルドケアセンターに委託し実
施した。

Ｂ 継続 病児・病後児保育について引き続き実施する。

子ども育成課
・放課後児童健全育成事業は、公設民営ですべての小
学校区1年生から6年生までを対象として19学童保育所
で実施。

Ｂ 継続

放課後児童健全育成事業について、引き続き実施す
る。
通年保育だけでなく長期休暇のみの保育利用ができる
よう、R5年度からの実施に向けて検討を行う。

4
子育て連絡会の

充実

母子保健の充実を目的に子育てに関わ
る組織で構成する「子育て連絡会」の機
能を強化し、統合した情報誌の発行のほ
か、事業内容の情報交換、企画調整を
行い、より多面的な施策を市民に提供し
ます。

子育て支援課
・支援センターを中心に定期的に会議を行い、関係課
の情報交換を行った。子育て環境の充実を目的に関係
課どうしの連携を行った。

Ｂ 充実
子育て連絡会において子育てに関する情報を共有し、
連携して取り組みを進める。

実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

1

介護保険事業・
高齢者福祉サー
ビスの周知と介護
負担の軽減

「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」
に基づく各種サービスの提供や、それら
に関する情報提供を行うことで、介護が
必要な家庭の負担軽減を図ります。

長寿支援課

・パンフレットや市ホームページを活用しての情報交
換。
・介護する方の相談できる場として、「介護家族のつ
どい」（全８回）を実施。フリートークを中心に家族
を介護する悩みについて、お互いに経験談を交えなが
ら話をし、精神的な介護負担の軽減を図った。

Ｂ 継続
・「介護家族のつどい」において、介護が相談できた
り、介護についての学習ができる機会を設定する。

2 介護者への啓発

性別に関わらず誰もが介護の担い手とな
ることができるよう、また、介護負担がど
ちらか一方に偏ることがないよう、男女共
同参画の視点を持ちながら介護者への
啓発・情報提供を行います。

長寿支援課
・認知症サポーター養成講座を実施。（１５回実施、
６８２名参加） Ｂ 継続

・市内小学校で認知症サポーター養成講座を実施し、
高齢者への理解を深める教育を推進。次年度も引き続
き取り組んでいく。
・認知症に関連した講演会等を通じて、市民啓発に取
り組んでいく。

次年度に向けて

　主要課題２　施策の方向性（３）　介護支援の充実

具体的施策 内容 担当課
令和３年度実施状況

3
多様な保育サー
ビスの提供

延長保育や一時預かり保育、病児・病
後児保育、放課後児童健全育成事業な
ど、さまざまなニーズに応じた多様な保
育サービスを提供します。

基本目標３ 14
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実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

1
ひとり親家庭等へ
の経済的支援

ひとり親家庭等医療や児童扶養手当、
その他給付金等の制度の周知を行い、
支給によってひとり親家庭等の経済的自
立を支援します。

子ども育成課

広報、ホームページなど、事業の周知を行っている。
住民票の異動時や相談の際、福祉のしおり等を配布
し、ひとり親家庭の制度について説明を行っている。
児童扶養手当の申請や更新時には、ひとり親センター
主催の講座など、就業の案内を行っている。
令和３年度までの取り組みを維持し、子育て連絡会や
教育委員会等との協力・連携をとおして、制度の周知
に努めた。
令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響の長
期化に伴い低所得のひとり親世帯に対し、生活支援を
行うため子育て世帯生活支援特別給付金（国）を給付
した。

Ａ 継続

・福祉のしおり等を、相談時や児童扶養手当の申請・
更新の時に配り、児童扶養手当、その他給付金等の制
度の周知を行う。
・広報紙による周知も行う。
・子ども医療についても、お知らせしていく。
・子育て支援課との連携
・今後も継続した取り組みを実施していく。
令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の影響の長
期化に伴い低所得のひとり親世帯に対し、生活支援を
行うため子育て世帯生活支援特別給付金（国）を支給
する。

2
母子･父子自立支

援

市の母子・父子自立支援員によって貸
付、就労等の相談に応じ、関係機関と連
携のもと相談者の自立支援につなげま
す。

子育て支援課

相談を受ける際、貸付やひとり親支援制度の案内、公
共職業安定所等の情報提供、ひとり親サポートセン
ターの紹介や制度の情報提供を行い、自立支援に努め
た。

Ｂ 継続

・相談を受け付ける際、就労や資格取得、貸付などの
必要な情報提供を行うことで、相談者の就労に結びつ
ける。
・希望者には北筑後保健保健福祉事務所の貸付等を紹
介し、利用につなげる。
・福祉のしおりを面接時に配布し、ひとり親の制度に
ついて説明する。

3
ひとり親家庭等日
常生活支援業務

ひとり親家庭等に対して家庭介護人を派
遣し、子どもの送り迎えや、親が帰宅する
までの保育及び家事の援助などを行うこ
とで、ひとり親家庭等の支援を行います。

子育て支援課 母子寡婦福祉会を通じて周知した。 Ｃ 継続
・事業委託者の母子寡婦福祉会の会員にチラシを配布
し支援制度の周知を図り、利用促進につなげる。

次年度に向けて

　主要課題３　　多様な家族への支援

　　施策の方向性（１）　ひとり親家庭等への支援

具体的施策 内容 担当課
令和３年度実施状況

基本目標３ 15
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実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

1
出産、育児に関す
る健康教育の充

実

「ようこそ赤ちゃん教室」などにおいて、妊
娠や出産、育児に関する学習会を実施
するとともに、男性の育児参加についても
促進します。

健康課
ようこそ赤ちゃん教室を毎月2回、年23回開催した。
※台風のため1回中止した。
参加者172人中、男性の参加は53人だった。

Ａ 継続

「ようこそ赤ちゃん教室」を4回1クールで実施。第2回
目は日曜日に実施し、妊婦ジャケットを使っての父親
の妊婦体験や沐浴実習、子育てについての講話を行
い、妊娠期からの男性の育児参加を進めている。産婦
人科での両親学級内容や市民のニーズを把握し、実施
内容を検討していく。

2
出産、育児に関す
る相談の充実

総合保健福祉センター「あすてらす」内
での健康相談や、妊産婦・新生児訪問
により、妊娠・出産・育児に関する相談の
充実を図ります。

健康課

・妊娠・出産・育児に関する相談は、あすてらす内の
相談室で保健師が相談に応じている。R3年１０月から
はオンラインによる相談を開始した。
・R3年度の母子健康手帳発行件数は334件。
・妊産婦・新生児訪問は、妊婦1件、産婦358件、乳児
は361件。
・訪問指導は、小郡市が依頼した助産師・保健師の専
門職が実施している。
・H30年1月から産後ケア事業を開始。令和3年度は延
210件利用あり。

Ａ 継続

子育て世代包括支援センターにおいて、妊娠期から子
育て期にわたる切れ目ない支援を行っていく。母子健
康手帳発行時の「妊婦さんサポートアンケート」や保
健師による面接から支援が必要な妊婦を把握し、必要
に応じて支援プランの策定を行う。関係各課と連携
し、必要な支援を継続的に実施していく。継続支援が
必要な妊婦への訪問も取り組んでいく。

学校教育課

・それぞれの発達段階に応じた性に関する教育につい
て年間指導計画を作成し、心身の発達に応じた指導を
行い、養護教諭やＧＴ（ゲスト・ティーチャー）を活
用した授業を実施した。
・乳幼児とのふれあい体験等を通じて、生徒が命や子
育ての大切さについて学ぶ機会の充実を図った。

Ｂ 継続

今後も、発達段階に応じた指導計画に基づき、情報化
社会の中で自他を大切にする気持ちを育てる教育の推
進を行い、各学校において取り組んでいく。

生涯学習課

市内中学校、健康課と合同で「赤ちゃんふれあい体験
学習」実施。令和3年度も小郡中学校3年生を対象に事
前学習を2回実施した。中学生228人が参加。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため乳幼児健診
での乳幼児とのふれあい体験は中止したが、乳幼児の
写真を見てもらったり、赤ちゃん人形のお世話をする
ことで、乳幼児のイメージが掴めるよう配慮した。

Ｂ 継続

「命の大切さ」や「子育ての大切さ」について学ぶこ
とができている。また事前学習の際にはリーフレット
を使用し「命の大切さ」に絡め性教育を行った。乳幼
児とのふれあい体験を市内の中学校に広めていくにあ
たり、乳幼児健診だけでの対応は困難であり、体験が
できる場所の検討が必要である。事業を継続してい
く。

3 性教育の充実

児童生徒が発達段階に応じて、性に関
する正しい知識を身に付けることができる
よう、学校における性教育の充実に努め
ます。
また、乳幼児とのふれあい体験等を通じ
て、児童生徒が命や子育ての大切さに
ついて学ぶ機会の充実を図ります。

基本目標４　　ともに健康で安心して暮らせる環境づくり

　主要課題１　　生涯を通じた健康支援

　　施策の方向性（１）　互いの性と生命の尊重と自己決定についての啓発と支援

具体的施策 内容 担当課
令和３年度実施状況 次年度に向けて

基本目標４ 16
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実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

国保年金課

・受診しやすい環境整備等を行い、受診者の利便性向
上に努めた。
・受診勧奨について、AIによる未受診者の分類を行
い、その分類に応じた勧奨を行うことで受診率の向上
を目指した。

Ｂ 充実

・受診勧奨について、引き続きAIによる未受診者の分
類に応じた勧奨を行うが、勧奨の時期を見直すことに
より、受診率の向上を目指す。
・対象者を特定健診受診者として取り扱うことができ
る人間ドックの助成を開始し、受診率の向上を目指
す。

健康課

・特定健診受診率は、男性34.1％,女性41.5％であっ
た。
・男性103名、女性63名へ、健診結果を元に特定保健指
導を実施した。
・若年期からの生活習慣病予防を推進するため、40歳
未満の人についても特定健康診査に準じた健康診査・
保健指導を実施した。
・30歳代女性に向けた乳がん自己検診啓発事業を実
施。
・婦人がん（子宮・乳）検診の受診率は
子宮：26.4％、乳:21.5％となった。
・前立腺がん検診の受診率は18.5％となった。

Ｂ 充実
・健診を受診しやすい環境の整備や受診勧奨により特
定健診や若年者健診、がん検診の受診率向上を目指
す。

2
健康相談の内容

充実

総合保健福祉センター「あすてらす」での
健康相談を通じて、性別、年齢を問わ
ず、すべての人が気軽に相談できる環境
づくりに努めます。

健康課
総合保健福祉センター「あすてらす」や大原校区公民
館の健康相談室で、保健師が健康管理や疾病予防に関
する来所・電話相談等に対応した。

Ｂ 継続
総合保健福祉センター「あすてらす」等で、保健師が
健康管理や疾病予防に関する来所・電話相談等に対応
する。

1
性別に応じた健康
づくりの啓発

生涯を通じた主体的な健康管理のため
に、男女それぞれの性別特有の疾病や
健康上の問題について、受診率、健康
診査結果などを参考にしながら、啓発や
教育・指導を行います。

　主要課題１　施策の方向性（２）　生涯を通じた健康支援

具体的施策 内容
令和３年度実施状況 次年度に向けて

担当課

基本目標４ 17
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実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

1
高齢者福祉施策

の推進

高齢であることに加え性別によって複合
的に困難な状況に置かれることがないよ
う、男女共同参画の視点を持ちながら、
「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」
に基づき各種サービスを提供し、高齢者
の生活や社会参加を支援します。

長寿支援課

（生活の支援）
・配食サービス・軽度生活援助・寝具洗濯乾燥消毒
・訪問理美容・緊急通報システム
・ＳＯＳ事前登録制度の開始
・おごおりすみよか事業
（社会参加の支援）
・生きがい活動支援通所サービス
・老人クラブへの支援・シルバー人材センターへの支
援

Ｂ 継続
今後も利用者や家族、介護事業所等にニーズの把握を
行いながら、「生活支援」「社会参加支援」なども含
めた事業の見直し、周知を行っていく。

2
障がい者福祉施
策の推進

障がいがあることに加え性別によって複
合的に困難な状況に置かれることがない
よう、男女共同参画の視点を持ちなが
ら、「障がい者計画・障がい福祉計画・障
がい児福祉計画」に基づき各種サービス
を提供し、障がい者の生活や社会参加
を支援します。

福祉課
令和３年度より、地域生活支援拠点等事業の「相談機
能」「緊急時の受け入れ」について整備、事業実施。 Ａ 継続

地域生活支援拠点の更なる拡充のため、市内の新事業
所との緊急時受け入れ協定締結や、地域の体制づくり
について検討していく。

次年度に向けて

　主要課題２　　高齢者・障がい者の社会参加への支援

　　施策の方向性（１）　高齢者・障がい者の生活に対する支援

具体的施策 内容
令和３年度実施状況

担当課

基本目標４ 18
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実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

1
女性リーダーの養

成

県や国などが行う地域や職場でリーダー
を目指す女性を対象とした研修への参
加を促すことにより、男女共同参画の視
点を持ったリーダーを育成します。

総務広報課
・県内の男女共同参画センターが行う講座について、
広報紙、ホームページ、市役所本館１階に設置した情
報ラックなどで案内した。

Ｂ 継続
・広報紙やホームページなど広く周知を行うことで、
県の研修事業や講座への参加を促していく。

2
女性団体等への

支援

おごおり女性協議会をはじめとする女性
団体等、男女共同参画社会実現に向け
て活動している団体に対する支援を行
い、地域のリーダーとしての育成を図りま
す。

総務広報課

・おごおり女性協議会の活動に対し、補助金を交付し
た。例年開催する「おごおりフォーラム」（講演会）
の代替事業である情報紙発行に連携して取り組んだ。
内容はコロナ禍における男女共同参画の留意点や、お
ごおり女性協議会３０年のあゆみ。

Ｂ 継続

・おごおり女性協議会が地域に対して行う啓発活動を
支援する。また、委員が高齢化・固定化されている課
題を解決するため、連携して取り組む。
・他の女性団体や男女共同参画社会実現に向けて活動
している団体に対する支援のあり方を検討していく。

3
政治学級の充実

拡充

政治学級を通じて暮らしと政治の結びつ
きについて学び、有権者意識を高めると
ともに、政治参画意識の向上を図りま
す。

選挙管理委
員会

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、政治学級の
学習会を「みどり学級」1回、「青空学級」4回の開催
となった。内容は選挙、協働のまちづくりであった。

Ｂ 継続

コロナウイルスの感染状況を睨みながら定例学習会へ
の開催と参加率の向上、小郡三井地区選挙啓発協議会
主催の研修会等への参加も推進していく。
また、学級の自主運営を進め、新しい学級生の加入を
促進するとともに、地域社会の中心的役割を担う人材
やグループとして成長するように取り組んでいく。

実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

審議会等委員へ
の女性の登用の

推進

政策・方針決定過程への女性の参画を
促進し、あらゆる分野に女性の意見を反
映させるため、委員に占める女性の割合
が４０．０％以上になるよう、審議会等委
員への女性のさらなる登用を推進しま
す。（平成３０年４月１日現在、３２．３％）

・登用状況を把握するにあたり、現状、課題を確認し
た。
・「男女共同参画推進本部」「男女共同参画推進幹事
会」等において、女性登用について周知した。
・改選を控えた審議会等の担当部署に個別に働きかけ
た。

Ｄ

数値目標
審議会等委員に占める女性の割合
４０．０％以上

実績値　31.6%（令和4年4月1日現在）

女性の参画・登用
の推進

市職員に対する職務・管理職登用にお
いて、研修への参加を推進するとともに、
その能力に応じて積極的な女性の登用
を図り、管理職に占める女性の割合が２
５．０％以上になるよう推進します。（平
成３０年４月１日現在、２０．０％）

管理職への女性職員登用については、人事異動によっ
て積極的な配置に努めた。

Ａ

数値目標
市職員管理職に占める女性の割合
２５．０％以上

実績値　30.6%（令和４年４月１日現在）

充実

・選出依頼を行う団体に女性が少ない、役職者に女性
が少ないといったことから、女性委員が選出されにく
い状況にある。
・全庁的な取組につなげていくためにも、「男女共同
参画推進本部」や「男女共同参画推進幹事会」におい
て、さらなる女性登用推進の周知を図る。

2 人事法制課 継続

小郡市における女性職員の活躍の推進に関する特定事
業主行動計画の検証を行い、第２期小郡市における女
性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画を策
定した。引き続き、管理的地位にある職員に占める女
性割合を高める。

1 全庁

基本目標５　　ともに参画するまちづくり
　主要課題１　　女性の参画・登用の推進
　　施策の方向性（１）　女性リーダーの育成

具体的施策 内容 担当課
令和３年度実施状況 次年度に向けて

　主要課題１　施策の方向性（２）　政策・方針決定の場への参画促進

具体的施策 内容
令和３年度実施状況 次年度に向けて

担当課

基本目標５ 19
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農業委員への女
性の積極的登用

農業分野における男女の平等な参画を
促進するため、農業委員への女性の積
極的登用を図り、農業委員に占める女
性の割合が３０％以上になるよう推進し
ます。
（平成３０年７月１５日現在、１７．４％）

令和２年度の推進活動を踏まえて、農業委員の公募を
実施した。
また、農業委員の偏在を解消するために、定数の改正
を実施した。

Ｄ

数値目標
農業委員に占める女性の割合
３０％以上

実績値 14.3％（令和３年４月１日現在）

4
審議会や委員会
等の委員への支

援

登用された女性委員が、積極的に会議
に参加できるよう、男女共同参画に関す
る意識啓発や研修会等の案内を行いま
す。

総務広報課
新型コロナウイルスの影響により、研修会等が開催さ
れず女性委員への働きかけはできていない。

Ｄ 充実
啓発資料の配布や他自治体の研修会の案内など、幅広
く意識啓発や情報提供を行う。

実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

1
地域における男女
共同参画の意識

の啓発

コミュニティセンターにおいて男女共同
参画に関する講座やセミナーを開催する
とともに、その受講生が学んだ知識を活
かすシステムをつくることで、地域におけ
る男女共同参画意識の向上を図ります。

コミュニティ推
進課

・コミュニティセンターの主催講座として、女性向け
セミナーを定期的に開催。参加者が家庭や地域のさま
ざまな分野で活動できるような知識・体験講座を展開
した（小郡51名・御原71名・いずれものべ人数）。
・コミュニティセンターの主催講座では、内容に応じ
て大人向け講座でも子どもを連れて参加できること、
子どもから大人まで幅広い年代を対象に開催すること
を募集時に明記した。
・男性の家事・育児への参画を促すため、コミュニ
ティセンターで男性向け料理教室を開催（味坂26名・
御原23名・三国33名・いずれものべ人数）。

Ａ 継続

・特定の年代や性別に特化しないテーマを取り入れた
り、幅広い年代や性別の人が参加しやすい日時の設定
などに配慮しながら、引き続きコミュニティセンター
の主催講座として、男女共同参画に関する講座やセミ
ナー、女性の社会参画や男性の家事・育児への参画に
つながる講座を開催する。
・主催講座やサークルの参加者が学んだ知識を地域で
活かせるよう、協働のまちづくり協議会をはじめ地域
に人材をつなげるコーディネートを行う。

2
地域リーダーの男
女共同参画の意

識啓発

区長や自治公民館長、民生委員・児童
委員など地域のリーダー的存在となる市
民に対して、男女共同参画セミナー等へ
の参加促進や地域に出向いた啓発活動
などを行います。

全庁

おごおり女性協議会が発行した情報紙を区長に送付し
た。例年開催する「おごおりフォーラム」（講演会）
の代替事業であり、コロナ禍における男女共同参画の
留意点についての内容になっている。
広報紙で意欲的に活動している女性団体を紹介し、イ
ンタビュー記事を掲載した。

Ｂ 継続
地域のリーダー的存在となる市民に対し、引き続き男
女共同参画に関する講演会等の情報提供を行い、参加
を促す。

3 農業委員会 見直し

女性委員とも意見交換を行いながら、令和６年の改選
に向けて、令和５年度の後半から、農業委員に係る関
係団体等への説明会を実施し、女性の参画について周
知を図っていく。

　主要課題１　施策の方向性（３）　地域での男女共同参画の促進

具体的施策 内容
令和３年度実施状況

担当課
次年度に向けて

基本目標５ 20
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実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

1
女性消防団員の
防災活動への参

画

防災活動全般における女性消防団員の
位置づけや活動内容を協議し、防災活
動の充実を図ります。また、女性消防団
員の確保に努めます。

防災安全課

・消防団活動全般への参加した。
・火災予防等広報活動を実施した。
※コロナ禍により救命講習への補助員の派遣や、訓練
自体の開催がなかった。

Ｂ 継続

・引き続き、消防団活動全般の積極的参加。
・（コロナ禍でできていなかった）三井消防署が実施
する救命講習に女性団員を派遣し、応急手当指導員、
応急手当普及員としての活動を促進し、さらに新入団
員に資格取得を促す。
・女性職員の消防団員確保に努める。

2
地域防災における
男女共同参画の
視点の導入

「地域防災計画」に基づき、男女共同参
画の視点に立った地域防災活動に取り
組むとともに、必要に応じて計画の見直
しを行います。

防災安全課

・防災リーダー認定講習会や地域での防災に関する訓
練・講習会などへ、女性の参加を促すことにより、防
災活動に主体的に取り組む女性の育成を図った。(第10
回防災リーダー認定講習会女性参加者数1名）

Ｂ 継続

・防災会議委員における女性の登用に努める。
・次年度においても防災リーダー認定講習会を開催
し、女性の受講を促進することにより、地域における
防災活動に主体的に取り組む女性の育成を図る。
・地域における講習会や訓練の企画・立案の場に、防
災リーダーを中心とし、女性の積極的な参加を促す。

　主要課題１　施策の方向性（４）　防災における男女共同参画の推進

具体的施策 内容
令和３年度実施状況 次年度に向けて

基本目標５ 21
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実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

1
庁内推進体制の
充実・連携の強化

「男女共同参画推進本部」や「男女共同
参画推進幹事会」の会議を定期的に開
催し、実施状況等を確認・協議すること
で、計画を全庁的・総合的に推進してい
くための体制の充実及び連携の強化を
図ります。

総務広報課

・「男女共同参画推進本部」、「男女共同参画推進幹
事会」を各１回開催した。第２次男女共同参画計画
（平成２６～３５年度）の令和２年度実施状況に関す
る協議を行った。
・推進本部会議や推進幹事会の開催に先立って、全庁
的に実施状況の振り返りを行っている。

Ｂ 継続

・今後も推進本部会議、推進幹事会を開催し、男女共
同参画の取組を全庁で推進する。
・会議の場を利用してＤＶ相談窓口の周知や審議会等
委員への女性登用の推進を図るなど、連携を強化して
いく。

2
男女共同参画計
画の推進

毎年度、計画に基づく各施策の評価や
実施状況の把握を行い、「男女共同参
画社会推進審議会」に報告するととも
に、審議会での意見を各施策に反映す
ることで、さらなる計画の推進を図りま
す。

全庁

・第２次計画（平成２６～３５年度）の令和２年度実
施状況の確認を行い、報告書を作成し「男女共同参画
社会推進審議会」に紙上報告した。（審議会が水害の
ため中止となったため。)
・第２次計画に基づき、各担当課において施策に取り
組んだ。

Ｂ 継続

・継続して、施策の実施状況の確認、審議会への報告
を行っていく。
・水害のため審議会が中止になり、直接的な審議会委
員と意見交流ができなかったので、次年度は直接的な
意見交流を行い、それを踏まえて全庁で計画の推進を
図っていく。

3
男女共同参画推
進のための活動
拠点の検討

既存施設を活用しながら、男女共同参
画を推進するための拠点確保について
検討します。

総務広報課
人権教育啓発センター内のコミュニティルームを男女
共同参画に取り組む団体等の活動の拠点として活用で
きるよう団体に周知するとともに、室内を整備した。

Ｂ 継続
拠点の効果的な活用の仕方について、利用団体の意見
を聞く。

4
男女共同参画社
会推進審議会の

開催

市の諮問に応じて審議会より答申を受け
るとともに、計画の実施状況について出さ
れた意見を踏まえ男女共同参画に関す
る施策の推進を図ります。

総務広報課

審議会が豪雨のため中止となり、令和２年度の実施状
況報告について書面で提案し、委員全員から書面で意
見を聞いた。意見の概要と回答を作成し、委員全員に
送付した。

Ｂ 継続
今後も審議会から直接、意見を伺い、各施策に反映し
ていけるよう努める。

5

男女共同参画の
視点に立った刊
行物ガイドライン

作成

市及び関係機関が発行する刊行物に関
して、固定的な性別役割分担意識にとら
われない表現を行うための指標として作
成したガイドラインについて、情報収集を
行いながら、必要に応じて改訂を検討し
ます。

総務広報課
情報収集を継続し、男女共同参画の視点での表現につ
いて注視を継続してきた。

Ｂ 継続
改訂の必要性を検討するため、引き続き情報収集を行
う。

6
男女共同参画担
当部署の強化・充

実

男女共同参画推進政策を総合的に推
進していくため、推進体制の強化・充実
を図ります。

総務広報課
２年前より変更はなく、継続した推進体制をとってい
る。

Ｂ 継続
全庁的に男女共同参画を組織的に推進するために、各
係に男女共同参画担当職員を位置づけていく。

7
苦情処理機関の
効果的な運用

苦情処理機関として設置している「男女
共同参画推進委員」の周知を行いなが
ら、男女共同参画施策等に関する市民
からの苦情を適切に処理します。

総務広報課
・苦情処理委員（男女共同参画推進委員）を設置し、
弁護士２人に委嘱している。
・令和3年度の苦情案件は０件だった。

Ｂ 継続
今後も市民に対し、苦情処理機関の周知を行ってい
く。

計画の推進に関する事業

　（１）　推進体制の整備

具体的施策 内容 担当課
令和３年度実施状況 次年度に向けて

計画の推進体制 22
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総務広報課

・男女共同参画計画の実施状況を各課で振り返り、実
施状況報告を作成する中で、意識の向上を図った。
・県男女共同参画センター「あすばる」が開催する
「行政職員のための男女共同参画セミナー」や、市の
男女共同参画セミナーについて案内し、参加を促し
た。

Ｂ 継続
・「あすばる」や市の男女共同参画セミナーなどの男
女共同参画に関する研修への積極的な参加を促す。
・職員研修等の実施について検討していく。

人事法制課

・毎週水曜日をノー残業デーと定め、仕事と家庭の両
立支援を目的のひとつとして取り組んだ。エコ・オ
フィス実施と兼ねて職場巡回を行い、職員の定時退庁
を促した。
・令和元年７月から行っている、時間外勤務縮減に向
けた取組みとして、時間外勤務の限度時間を定めると
ともに、月１回の職場単位のノー残業デーを設定し、
職員の健康維持、次世代育成及びワークライフバラン
スの向上に努めた。

Ｂ 継続
今後も、ノー残業デーや時間外勤務縮減に向けた取組
みを継続して実施するとともに、職員研修等に取り組
み、男女共同参画に対する意識の向上に努める。

実施事業 評価 方向性 課題や具体的な取り組み

1
第３次計画策定
にあたっての市民
意識調査の実施

男女共同参画に関する意識調査を行
い、市民の意識や行政に対する要望を
把握し、政策に反映させます。

総務広報課 実施年度ではないので評価対象外 - -

令和４年度より２カ年の計画で第３次計画策定を進め
る。令和3年度は情報収集とプロポーザルによる策定業
務委託の計画を行った。

2
市民からの意見の

聴取

重要な計画を策定する際にパブリック・コ
メントを実施するなど、市民からの意見を
広く取り入れながら、計画を推進・策定し
ます。

全庁

令和３年度に実施した下記の５件の基本計画のすべて
でパブリックコメントを実施した。・第２次小郡市商
業活性化計画・小郡市多文化共生プラン・第６次小郡
市総合振興計画基本構想及び基本計画骨子・小郡市行
政経営行動計画・小郡市公共施設等総合管理計画

Ａ 継続

今後も継続して市民からの意見を広く取り入れながら
計画を策定していく。・パブリックコメント実施に際
し、より多くの市民から意見を聴取できるように、周
知方法などを工夫していく。

3
審議会等への市
民の積極的登用

の推進

市の施策に、性別に関わりなく市民の声
を反映できるよう、審議会等への公募等
による市民の登用を推進します。

全庁
新たに設置した次の審議会等に市民を登用した。・大
崎市民館運営協議会 ・小郡市地域公共交通活性化協議
会

Ｂ 継続 今後も、幅広い分野での市民の登用を進めていく。

総務広報課
・おごおり女性協議会に審議会等への委員推薦依頼を
行い、連携を強化した。

Ｂ 拡充
・おごおり女性協議会と、引き続き連携して取り組
む。
・市民団体CORALなど連携する地域団体を広げていく。

コミュニティ推
進課

・協働のまちづくり協議会に対し、役員の女性登用を
呼びかけるとともに、男女を問わずそれぞれの関心や
特性を活かして参画できるまちづくりを呼びかけてい
る。

Ｂ 継続
・協働のまちづくり協議会に対して、役員の女性登用
及び取組への参画促進を呼びかける。

4
男女共同参画の
まちづくりの推進

市民との協働によるまちづくりにおいて男
女共同参画の視点を取り入れ、地域の
関係団体との連携強化や、さまざまな分
野における男女共同参画のまちづくりを
推進します。

　　（２）　市民と共同して進めるまちづくり

具体的施策 内容
令和３年度実施状況 次年度に向けて

担当課

8
市職員の男女共
同参画に対する
意識の向上

計画の実施状況報告作業や職員研修
などを通じて、男女共同参画に関する啓
発等を行い、職員の意識向上を図りま
す。

計画の推進体制 23


